
                         

 

 

 

 
 

「道具を使うのか、ものに使われるのか ～賢い使い方」 

校長 髙杉 直人 

 

澄んだ水色が抜けるような空に、赤い蜻蛉が飛び交い、金色の稲穂が頭を垂れる、一已

の秋を迎えました。子どもたちは学校祭を終え、前期のまとめを進めています。 

先日、新しい生徒執行部を選ぶ、立会演説会と投票が行われました。様々な活動で、2

年生が中心になり、1 年生も大切な役割を果たすようになっています。学校にとっては、

今が譲り葉の時であることを実感します。 

１年生には、3年生や 2年生をよく見て、どのように学び、どのように人と関わり、ど

のように自分にけじめをつけるのかなど、「中学生らしい姿」まで自分を高められるよう

に取り組んでほしいと思っています。 

 

この時期は、部活動等を終えて下校する時間帯が、ちょうど薄暮になることが多くあり

ます。気温も少しずつ下がり、身体が少し縮こまって自転車に乗ったり、歩いたりして下

校することになります。自動車の運転者は自転車や歩行者が見づらい、子どもたちは少し

動きづらい状況になりますので、交通安全にはこれまで以上に十分に注意してほしいと思

います。ご家庭でも確認をお願いします。 

 

さて、愛知県豊明市では、余暇時間のスマートフォン等の使用の目安を 1 日 2 時間以

内とする条例が可決されました。睡眠時間の確保、つまり個人の生活習慣の確立を促すこ

とが趣旨のようです。 

韓国ではインターネット依存の青少年を対象とした国立の治療施設が 2014 年に設立

されています。オーストラリアでは、16 歳未満の SNS の利用を禁止する法案が可決さ

れています。 

このような動きの背景を考えると、本校の状況や傾向も蚊帳の外に置かれてはいないも

のと思います。スマートフォンやインターネット等の使用を自らコントロールし、自分か

ら使わないようにすることができない子どもがいるのは事実です。 

スマートフォン等は、私たちの日常を変えた「便利な道具」です。しかし、「便利な道

具」も、使い方を誤ったり、使う場面や場所を適切に選択できなかったり、使う時間を管

理できなかったりなどすると「不適切なもの」に成り下がります。 

私たちが知恵を絞って生み出した「便利な道具」が、生活を侵食したり、行動を狂わせ

たり、学びを阻害したりする「不適切なもの」になってしまう原因は、私たちの使い方に

あるのです。 

秋の夜長でつい「道具」に触れたくなりますが、「もの」に使われるのか、「賢い使い方」

について、一人一人がしっかりと考えていきたいものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一  已  中  学  校  T  O  P  I  C  S  
 

 人権教室 1 年生 ９月１１日（木）  

人権擁護委員を講師に招き、ネットトラブル

に起因するいじめについて、考えました。人権

問題を正しく理解し、 

人権が尊重される社 

会づくりに向けた行 

動につなげることを 

期待しています。 

 

                   

 

 

１０（金）放課後教室（3 年生） 

１１（土）吹奏楽部定期演奏会 

１３（月）体育の日 

１４（火）後期始業式 

     職員会議 

１５（水）高校見学（1 年生深西） 

１７（金）教員研修日 

２２（水）宿泊研修（2 年生）1 日目 

２３（木）宿泊研修（2 年生）2 日目 

      

２４（金）2 年生休業日 

放課後教室（3 年生） 

２７（月）スクールカウンセラー相談日 

２９（水）教職員研修日 

家庭学習習慣づくりウィーク③ 

３０（木）生徒会認証式 

     委局・代議 

３１（金）放課後教室（3 年生） 

      

１（水）市内特別支援学級合同学習 

２（木）農業体験（3 年生） 

６（月）スクールカウンセラー相談日 

    英検 IBA（１年） 

８（水）学力テスト（3 年生総合 B） 

    英検 IBA（２年） 

９（木）高校見学（1 年生クラーク） 

１０（金）前期終業式  

      

 学校祭 9 月 5 日（金）  

『ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ～輝いていちゃだめで

すか？～』をスローガンに掲げ、「ペーパーク

ラフト」「ステンドグラス」の制作・展示、「パ

フォーマンスショー」、「合唱発表会」に生徒全

員が取り組みました。 

夏季休業前から始まった取組の期間中は、完

成や目標達成に向けて、仲間とともにやり遂げ

ようとすることのよさや楽しさを味わい、お互

いを高め合う活動を進めてきました。当日は、

全員が輝くことができる時間となりました。 

多くのご声援、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉体験 3 年生 ９月３０日（火）  

深川市社会福祉協議会や清祥園、深川市役所

保健師の方々にご協力いただき、福祉体験を実

施しました。学習を通して、高齢者や障がいの

ある方々の生活に触れ、思いやりや支え合いの

心を育みました。また、車いすやアイマスク体

験、施設での交流などを通じて、福祉への理解

を深める貴重な機会となりました。 

 生徒会役員選挙 ９月２５日（木）  

 立候補者たちがそれぞれの学校生活や生徒会

活動への思いを演説で熱く発信していました。

生徒達は、真剣な表 

情で耳を傾けていま 

した。後期から、３ 

年生に変わり、１.２ 

年生新役員が生徒会 

活動を牽引します。 

 

 


